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Ⅰ．申込手続きにおける提出書類 

申込時の提出書類は次のとおりです。 

１．申込時 

（１）必須提出書類 

① 各コース共通の必須提出書類 

書類名 備考 

現地案内図（付近見取り図） 住宅の所在地が確認できるもの。ヤフーマップ等でも構いません。 

平面図、立面図等の図面 
メンテナンスコースの場合は、平面図、立面図等の図面に工事の内容と

対象を記載（手書きで構いません）したもの 

１０年点検の申込書類 点検依頼の返信ハガキ等の書類でも構いません。 

契約内容確認シート 

(当社指定様式) 
住宅所有者への保険の概要説明時に、本紙にサインをしてもらいます。 

事業者検査の検査報告書 

（現況検査報告書）(当社指定様式) 
事業者検査の結果を記載し、写真を添付して提出します。 

建物の登記簿謄本(全部事項証明書) 用意する登記簿謄本は、最新のものでなくても構いません。 

新耐震基準等を満たすことが 

確認できる書類 

通常は新築工事の「検査済証」をご用意ください。 

例外として、過去に住宅の耐力性能に影響を与えるリフォーム工事を行

っている場合は、工事後に住宅が新耐震基準等を満たしていることが確

認できる書類が必要です。 

（２）必要に応じて提出する書類 

① 各コース共通 

性能評価付き住宅向けの保険料の適用を希望する場合は、次の書類を提出します。 

書類名 備考 

建設住宅性能評価書 新築の際に発行されたもの 

対象住宅が保険加入住宅等の場合は、次の書類を提出します。 

書類名 備考 

新築を対象とする瑕疵保険の 

保険証券等の書類 
新築時に瑕疵保険に加入している住宅の申込みの場合に提出します。 

新築時の住宅供給者等の保証書 
新築時の供給者や保証会社による瑕疵保証が提供されている住宅の申

込みの場合に提出します。 
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② メンテナンスコース 

保全リフォーム工事に関する特約を付帯する場合に次の書類を提出します。 

書類名 備考 

工事の請負契約書等の書類 工事の請負契約書や注文書と注文請書 

③ 検査コース 

資格者の検査をもってハウスジーメンの現場検査を省略する場合に次の書類を提出します。 

書類名 備考 

状況調査技術者等の資格者証 事業者検査を行った方のもの 

２．完了手続き時 

① 各コース共通の必須提出書類 

書類名 備考 

住宅瑕疵に関する保証書 

(当社指定様式) 
事業者が記名押印したもの。原本は住宅所有者に渡します。 

② メンテナンスコースの追加提出書類 

書類名 備考 

保全リフォーム工事完了確認書 

(当社指定様式) 

会社所定の様式がある場合は当社の指定様式を使用する必要はありま

せん。会社所定の様式のものを提出してください。 

工事完了後に行う現場検査の適合後に、住宅所有者にサインをしてもら

います。 
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Ⅱ．提出書類の記入例 

１．住宅所有者からサインを取り付ける書類 

（１）契約内容確認シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保全リフォーム工事完了確認書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 住宅所有者にサインをしてもらいます。 

③ 概要説明を行った事業者の担当者の氏名を記載し

てください。 

① 概要説明書を使用して住宅所有者に延長保証保険

の概要の説明を行い、確認ポイントにチェックを

してもらいます。 

① 

② 

③ 

ああ 

③ 住宅所有者が工事の完了確認を行った日を記載し

ます。完了確認は工事完了後に実施する現場検査

の完了後に行います。 

④ 工事の「名称または概要」と「対象住宅の所在

地」を記載してください。 

工事の「名称または概要」は、申込時の入力や、

２．（1）の「保証書」に記載するものと同日とし

てください。 

① 住宅事業者の名称（商号）を記載します。 ① 

② 

③ 

④ 

② 住宅所有者にサインをしてもらいます。 

会社の指定書式がある場合は、は当社の指定様式を使

用する必要はありません。会社の指定様式を提出して

ください。 
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２．事業者が記名押印し住宅所有者へ渡す書類 

（１）住宅瑕疵に関する保証書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業者検査の検査報告書 

（１）現況検査報告書（木造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

① 「住宅所有者の氏名・住所」と「対象住宅の所在

地」を記載します。 

住宅所有者が対象住宅に居住している場合は、「甲

の住所に同じ」にチェックをいれてください。 

「工事の名称または概要」を記載します。 

「名称または概要」は、申込時の入力や、上記

1．（2）の「工事完了確認書」の記載と相違がな

いよう記載してください。 

② 保証書の作成日を記載の上、記名押印をします。 

保証書は、原本を住宅所有者へ渡して、コピーを提出

してください。 

① 事業者の名称、検査の立会者、検査の実施者等の

検査に関する基本的な情報を記載します。 

② 構造耐力上主要な部分の確認結果を記載します。 

劣化事象等が発見されなかった場合は「指摘無」

を、発見された場合は「指摘あり」をチェックし

てください。 

該当部位がない場合は「該当無」をチェックして

ください。 

③ 雨水の浸入を防止する部分の確認結果を記載しま

す。チェックのルールは②と同様です。 

④ 総合判定を行います。劣化事象等がひとつでもあ

る場合は「指摘有」にチェックをいれて「指摘事

項欄に具体的な劣化事象等の概要を記載します。 

メンテナンスコースと検査では、是正確認は工事

完了後に実施する現場検査の際に行いますので空

欄で構いません。 

① 

② 

③ 

④ 
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① 

① 事業者検査時には以下の箇所の写真を撮影し、検

査報告書に貼付します。 

○ 住宅の全景 

○ サッシを含む 1 階内観 

○ サッシを含む 2 階内観 

○ 小屋裏 

○ 床下 

○ バルコニー防水層 

○ バルコニードレイン 

○ バルコニーサッシ下部 

○ 外部シーリング 

○ 屋上 防水層(ある場合) 

○ 屋上 ドレイン(ある場合) 

○ 屋上 サッシ下部(ある場合) 

○ 指摘箇所（ある場合） 

写真を報告書に貼付する際には縦横比率を変更しな

いでください。 

① 

① 各居室の床、壁、柱の傾斜の測定結果を「傾斜測

定一覧の」シートに記載します。 

傾斜の測定は、「デジタル式水平器」か「レーザー

レベル」を使用して行います。事業者検査では測定

に手間の少ない、「デジタル式水平器」の使用を推

奨しています。 
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Ⅲ．事業者検査のポイント 

（１）検査のポイント 

① 事業者検査（現況検査）は、足場等に登らずに移動できる位置から目視可能な範囲で行います 

② メンテナンスコースにおける不具合事象の補修は、不具合が生じていた方角の壁面全体に実施します。 

③ 既存住宅売買かし保険の現況検査では、シーリング材の全断面にわたる「破断」や「欠損」が劣化事象

等に該当しますが、延長保証保険の手続きにおける現況検査ではこれらに加え、「破断」・「欠損」に至

らない「亀裂」、「ひび割れ」、「欠損」および「肉やせ」（以下「亀裂等の事象」といいます）について

も劣化事象等として取り扱います。 

【シーリングの劣化事象等の例】 

破断 欠損 ひび割れ ひび割れ 肉やせ 

     

 

亀裂等の事象が生じている場合は、壁面全体に対する補修は不要ですが、当該事象が生じている部分に

ついて、増打ち・打替え等の処置を行う必要があります。 

 

（2）亀裂等の事象のチェックポイント 

① 目視によるチェック 

亀裂 

ひび割れ 
シーリング材から５０ｃｍ程度の距離で、亀裂やひび割れが確認できる。 

 

肉やせ 

<参考>新築時のシーリング材の状態 

 

シーリング材が後退していて施工時の跡が確認できる。 

 

シーリング材の端と真ん中の高低差が大きい。 

（明らかに施工時から後退している） 

 

シーリング材が被着面から剥離または被着体を破壊（ひび割

れ）している。 

 

② 計測によるチェック 

シーリング材の被着面からの剥離 

（参考：QUO カードの厚さ≒０.２mm） 
幅０.２ｍｍ以上で深さ０.５ｍｍ以上 

シーリング材の破断 深さ１ｍｍ以上 
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Ⅳ．延長保証業務と申込手続きの流れ 

１．メンテナンスコース 

① １０年点検の実施 

・各住宅事業者の自社基準に従い１０年点検を行い、10 年保証付きのメンテナンス工事を提案します。 

② 工事の受注・保険の概要説明 

・工事を受注したタイミングで、「保険概要説明書」を使用して住宅所有者に保険の概要説明を行い、

「契約内容確認シート」にサインをしてもらいます。 

③ 事業者検査の実施 

・「既存住宅検査基準」と「延長保証現況検査基準」に従って住宅の検査を行い、「報告書」を作成しま

す。(事業者検査は①のタイミングで行うことでも構いません。) 

④ 延長保証保険の申込み（web 申込み） 

保険の申込みは、工事日程の確定後、着工の 2 週間前を目途に実施します。申込みは、検査日程の調

整に要する期間を踏まえ、遅くとも着工予定日の 7 営業日前までに行ってください。 

ａ．住宅（物件）の作成 

・ハウスジーメンホームページ上部の「web 申込み」をクリ

ックし、ポータルサイトにログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

・ポータルサイトのトップメニューから「新規物件登録」をク

リックし、保険を申し込む住宅（物件）を作成します。 

 

 

・「延長保証保険の申込み」をクリックし、延長保証保険の申

込画面を表示します。 

 

 

ｂ．基本情報の入力 

申込担当者や住宅の情報等の基本情報を入力します。保険

等加入住宅に該当する場合は、「住宅供給者等による保証」

について、「あり」を選択します。 
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ｃ．工事の内容の入力 

「工事・検査関連情報の入力画面」で「保全リフォーム工事を実施する」を選択し、実施する工事の

内容を申告します。 

ｄ．重要事項等の確認 

延長保証保険の重要事項説明書やハウスジーメンのプライバシーポリシー等を確認します。 

◆工事・検査関連情報入力時のポイント◆ 

・外壁・屋根の再塗装や、シーリングの打換え、バルコニーのメンテナンスのみ行う場合は、構造耐力上主要な部分の新

設・撤去工事は「該当する工事はない」を、住宅の耐力性能に影響のある工事は「実施しない」をそれぞれ選択します。 

・設計者、工事監理者および工事施工者の情報のうち、設計者および工事監理者は「選任なし」を選択します。 

ｅ．必要書類の提出（アップロード） 

・「申込みにおける書類提出および延長保証保険の申込画面」から次の書類をアップロードします。 

●必須提出書類 

書類名 備考 アップロード先 

検査の申込書類 
10 年点検の申込書類。点検依頼の返信ハガキ等の書

類でも構いません。 

検査の受託契約書 

または申込書 

現地案内図 
住宅の所在地が確認できるもの。ヤフーマップ等を

印刷したものでも構いません。 
現地案内図(付近見取り図) 

契約内容確認シート ②で記名押印をしてもらった「契約内容確認シート」 契約内容確認シート 

事業者検査の報告書 ③の検査の実施時に作成した「検査報告書」 
対象住宅の検査に係る 

検査報告書 

建物の登記簿謄本 

(全部事項証明書) 
新築時に取得したものでも構いません。 建物の登記簿謄本 

平面図、立面図等の図面 工事箇所を記載した平面図、立面図等の図面 
工事箇所を記載した 

平面図、立面図等の図面 

新耐震基準等を満たすこと

が確認できる書類 
新築工事の「検査済証」 

新耐震基準等を満たす 

ことが確認できる書類 

性能評価付き住宅用の保険料の適用を希望する場合は、次の書類を追加提出します。 

書類名 備考 アップロード先 

建設住宅性能評価書 新築時の「建設住宅性能評価書」 建設住宅性能評価書(写) 

保険等加入住宅に該当する場合は、次の書類を追加提出します。 

書類名 備考 アップロード先 

新築時の瑕疵保証の保証書 
供給事業者や保証会社による瑕疵保証が提供された

住宅の場合 住宅の供給者等による 

保証が確認できる書類 
瑕疵保険の保険証券等 新築時に瑕疵保険に加入した住宅の場合 

保全リフォーム工事に関する特約を付帯する場合は、次の書類を追加提出します。 

書類名 備考 アップロード先 

請負契約書等の書類  
保全リフォーム工事 

の請負契約書等の書類 

⑤ 現場検査の日程調整 

・現場検査員と工事完了後に行う現場検査の日程の調整を行います。日程調整は現場検査員からＦＡＸ

により送付される「検査員決定通知」に検査希望日を記載して行います。 
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⑥ 工事の実施 

 

 

 

 

⑦ 現場検査の実施 

ａ．工事完了後にハウスジーメンの現場検査員が現場検査を行います。 

⇒現場検査では、住宅の現況と工事の施工状況の両方を確認します。住

宅内に立ち入って検査を行いますので、事前に住宅所有者に案内をお

願いします。 

ｂ．現場検査の適合後に住宅所有者に「工事完了確認書」にサインをしても

らいます。 

ｃ．事業者が記名押印した「住宅瑕疵に関する保証書」を住宅所有者へ渡します。 

⑧ 保険申込手続きを完了するための書類提出 

ａ．ハウスジーメンホームページ上部の「web 申込み」をクリ

ックし、ポータルサイトにログインします。 

 

ｂ．ポータルサイトのトップメニューから「延長保証保険」を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．「申込住宅（物件）」一覧画面から完了手続きを行う住宅の

右にある「完了手続（書類提出）ボタン」をクリックしま

す。 

ｄ．「手続きを完了するための必要書類の提出画面」に必要事項

を入力し、次の書類をアップロードします。 

・⑦ｂの「工事完了確認書」 

・⑦ｃの「住宅瑕疵に関する保証書」 

 

 

 

 

以上で、保険の申込手続きは完了です。保険証券と保険付保証明書が発行されます。 

（注）・保険証券と付保証明書は、保険料の支払後に発行します。 

・包括契約の場合は、お申込みごとに保険証券を発行せず、毎月 1 回で保険に加入した住宅の明細と住宅ごとの保険付保証明

書を発行します。 
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２．検査コース 

☆本紙では、既存住宅状況調査技術者等の資格者が事業者検査を行い、ハウスジーメンの現場検査

を省略する前提で申込手続きの流れを説明しています。 

① 点検（事業者検査）の実施 

・既存住宅検査基準に従って資格者が住宅の検査を行い、報告書を作成

します。 

② 保険の概要説明 

ａ.「保険概要説明書」を使用して住宅所有者に保険の概要説明を行い、

「契約内容確認シート」にサインをしてもらいます。 

ｂ．事業者が記名押印した「住宅瑕疵に関する保証書」を住宅所有者に渡します。 

③ 延長保証保険の申込み 

申込みは、➁ｂの「住宅瑕疵に関する保証書」を住宅所有者へ渡した後に遅滞なく行ってください。 

(注) 10 年経過後以降に保険の申込みを行う場合は、包括契約の場合を除き、事業者検査の実施日からではなく、ハウスジーメ

ンが検査報告書を確認した日から保証（保険期間）が開始しますので、検査の実施後速やかにお申し込みください。 

ａ．住宅（物件）の作成 

・ハウスジーメンホームページの「web 申込み」をクリック

し、ポータルサイトにログインします。 

・ポータルサイトのトップメニューから「新規物件登録」を

クリックし、保険を申し込む住宅（物件）を作成します。 

 

・「延長保証保険の申込み」をクリックし、延長保証保険の

申込画面を表示します。 

ｂ．基本情報の入力 

申込担当者や住宅の情報等の基本情報を入力します。保険

等加入住宅に該当する場合は、「住宅供給者等による保証」

について、「あり」を選択します 

 

 

 

ｃ．新築時の設計者等の情報の入力 

◆工事・検査関連情報入力時のポイント◆ 

・新築時の設計者・工事監理者・工事施工者のうち、設計者と工事監理者が不明な場合は「不明」をクリックします。 
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ｄ．重要事項等の確認 

延長保証保険の重要事項説明書やハウスジーメンのプライバシーポリシー等を確認します。 

ｅ．提出書類のアップロード 

・「申込みにおける書類提出および延長保証保険の申込画面」から次の書類をアップロードします。 

●必須提出書類 

書類名 備考 アップロード先 

検査の申込書類 
10 年点検の申込書類。点検依頼の返信ハガキ等の書

類でも構いません。 

検査の受託契約書 

または申込書 

現地案内図 
住宅の所在地が確認できるもの。ヤフーマップ等を

印刷したものでも構いません。 
現地案内図(付近見取り図) 

契約内容確認シート ②で記名押印をしてもらった「契約内容確認シート」 契約内容確認シート 

事業者検査の報告書 ①で作成した「検査報告書」 
対象住宅の検査に係る 

検査報告書 

既存住宅状況調査 

技術者等の資格者証 
①の事業者検査を行った方の「資格者証のコピー」 

既存住宅状況調査 

技術者等の資格者証 

建物の登記簿謄本 

(全部事項証明書) 
新築時に取得したものでも構いません。 建物の登記簿謄本 

平面図、立面図等の図面  平面図、立面図等の図面 

新耐震基準等を満たすこと

が確認できる書類 
新築工事の「検査済証」 

新耐震基準等を満たす 

ことが確認できる書類 

性能評価付き住宅用の保険料の適用を希望する場合は、次の書類を追加提出します。 

書類名 備考 アップロード先 

建設住宅性能評価書 新築時の「建設住宅性能評価書」 
建設住宅性能評価書(写 

) 

保険等加入住宅に該当する場合は、次の書類を追加提出します。 

書類名 備考 アップロード先 

新築時の瑕疵保証の保証書 
供給事業者や保証会社による瑕疵保証が提供された

住宅の場合 住宅の供給者等による 

保証が確認できる書類 
瑕疵保険の保険証券等 新築時に瑕疵保険に加入した住宅の場合 

④ 保険申込手続きを完了するための書類提出 

ａ．ハウスジーメンホームページの「web 申込み」をクリック

し、ポータルサイトにログインします。 

ｂ．ポータルサイトのトップメニューから「延長保証保険」を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．「申込住宅（物件）一覧画面」から完了手続きを行う住宅の右

にある「完了手続（書類提出）ボタン」をクリックします。 
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ｄ．「手続きを完了するための必要書類の提出画面」に必要事項を入力し、➁ｂで住宅所有者へ渡した

「住宅瑕疵に関する保証書」をアップロードします。 

 

以上で、保険の申込手続きは完了です。保険証券と保険付保証明書が発行されます。 

（注）・保険証券と付保証明書は、保険料の支払後に発行します。 

・包括契約の場合は、お申込みごとに保険証券を発行せず、毎月 1 回で保険に加入した住宅の明細と住宅ごとの保険付保証明

書を発行します。 

 

 

Ⅳ．その他の運用帳票 

 

（１）保全リフォーム工事内容申告書 

ハウスジーメンに工事内容を申告するための帳票です。ただし、工事の内容の申告は web 申込身の際

に入力して行うため通常は使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

① 工事の概要と建築確認の可否を記載します。 

名称または概要は、申込時の入力や、前述のⅡ．

１．(2)の「完了報告書」Ⅱ．2.(1)の「保証書」

に記載するものと相違がないように記載してくだ

さい。 

② 実施する工事をチェックします。 

記載されていない工事を行う場合は、実施する工

事を具体的に記載してください。 

③ 構造耐力上主要な部分の新設または撤去を伴う工

事を行う場合は、該当する部位をチェックしま

す。 

行わない場合は、「該当する工事はない」をチェッ

クします。通常は「該当する工事はない」をチェ

ックします。 

④ ③のほか、住宅の耐力性能に影響を与える工事を

行う場合は「含む」をチェックしてください。 

通常は「含まない」をチェックします。 

⑤ 申告書の作成日を記載して担当者が記名押印を行

ってください。使用する印鑑は、担当者印で構い

ません。 

➁ 

③ 

④ 
⑤ 
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